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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラシレスＤＣモータであって、
　駆動用マグネットを備えた回転体と、
　ステータコアにコイルが巻設されてなり前記駆動用マグネットに対向して配置されるス
テータを備えた静止体と、
　前記回転体を前記静止体に対して回転自在に支持する軸受と、
　書き換え可能な不揮発性のメモリと該メモリの記憶データに基づいて駆動時の回転を制
御する回転制御部と該制御部の制御に基づき前記ブラシレスＤＣモータに回転駆動電流を
供給する駆動回路部とを備えた回路基板とを有し、
　該ブラシレスＤＣモータの電源停止時に、外部書き込み装置に接続された書き換え制御
ケーブルを前記回路基板の前記書き換え可能メモリに接続するための書き換え端子が、前
記回路基板上に設けられ、且つ該書き換え端子は該ブラシレスＤＣモータの外部から接続
可能に配置されていると共に、
　前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸
受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状の
モータ支持部と、を有し、
　前記モータ支持部は、前記書き換え端子に外部から接続を可能にする書き換え開口部を
備えていることを特徴とするブラシレスＤＣモータ。
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【請求項２】
　前記回転体は、空気流を発生する送風手段を有し、
　前記静止体は、前記送風手段の外側を取り囲んで前記空気流が流れる空気流路を形成す
る外枠部と、前記モータ支持部を該外枠部に対して間隔をあけて保持する連結部と、を有
していることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
 
【請求項３】
　前記回路基板は、外部電源と外部制御回路の少なくとも一方に接続するためのケーブル
が接続されたケーブル接続部を有し、
　前記モータ支持部は、前記ケーブル接続部を外部から確認することができるケーブル開
口部を有し、
　前記書き換え開口部と前記ケーブル開口部とが連通して形成されていることを特徴とす
る請求項２に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項４】
　前記書き換え開口部の少なくとも一部により、前記書き換え制御ケーブルのケーブル端
子を前記書き換え端子に位置決めすることを特徴とする請求項２に記載のブラシレスＤＣ
モータ。
【請求項５】
　前記回転体は、空気流を発生する送風手段を有し、
　前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸
受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状の
モータ支持部と、前記送風手段の外側を取り囲んで前記空気流が流れる空気流路を形成す
る外枠部と、前記モータ支持部を該外枠部に対して間隔をあけて保持する連結部と、を有
し、
　前記回路基板は、該モータ支持部に対向して配置され、且つ少なくとも一部が前記モー
タ支持部から半径方向外方に突出する突出部を備え、
　前記書き換え端子は、該突出部の外部に面する側に設けられていることを特徴とする請
求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項６】
　前記回転体は、空気流を発生する送風手段を有し、
　前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸
受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状の
モータ支持部と、前記送風手段の外側を取り囲んで前記空気流が流れる空気流路を形成す
る外枠部と、前記モータ支持部を該外枠部に対して間隔をあけて保持する連結部と、を有
し、
　前記回路基板は、該モータ支持部の内側で対向するように配置されると共に、前記書き
換え端子が、前記書き換え制御ケーブルが該回路基板に平行な方向から接続可能な部位に
設けられていることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項７】
　前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸
受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状の
モータ支持部と、を有し、
　前記回路基板は、前記書き換え端子が設けられた面が、該モータ支持部の内側の面に対
向して配置され、
　前記モータ支持部は、前記書き換え端子を外部から確認することができる書き換え開口
部を備えていることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項８】
　前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸
受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状の
モータ支持部と、を有し、
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　前記回路基板は、該モータ支持部の外側の面に対向すると共に、前記書き換え端子が設
けられた面が外部に面して配置されていることを特徴とする請求項１に記載のブラシレス
ＤＣモータ。
【請求項９】
　前記書き換え端子は、前記書き換え制御ケーブルとの接続が分離可能に行われるように
コネクタ式の端子を有することを特徴とする請求項１乃至８の何れかに記載のブラシレス
ＤＣモータ。
【請求項１０】
　前記書き換え端子は、前記回路基板における厚み方向の側面に設けられていることを特
徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項１１】
　前記回路基板により、前記書き換え制御ケーブルのケーブル端子を前記書き換え端子に
位置決めすることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項１２】
　前記書き換え端子は、補助ケーブルを介して前記回路基板とは別の部位に設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【請求項１３】
　前記書き換え端子は、前記書き換え制御ケーブルとの接続を無線によって行うことを特
徴とする請求項１に記載のブラシレスＤＣモータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリの記憶データに基づいて駆動時の回転を制御する回転制御部と、この
回転制御部の制御に基づいて回転駆動電流を供給する駆動回路部とを備えたブラシレスＤ
Ｃモータに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ブラシレスＤＣモータは、ＯＡ機器、家電機器、車載機器等の幅広い用途に用いられて
いる。これらブラシレスＤＣモータには、搭載される機器の目的に応じて高精度の制御を
必要とされるものがある。
【０００３】
　そのようなブラシレスＤＣモータのモータ制御部には、マイクロコンピュータ（以下、
マイコンという）を備えたＩＣが搭載されているものがある。このモータ制御部は、モー
タの回転状態や周囲温度などの情報、或いはモータが搭載される機器からの情報に基づい
て、そのマイコンＩＣに内蔵されているメモリの制御プログラムを動作させて、ステータ
への回転駆動電流を供給することにより、マイコンＩＣを搭載しないアナログ回路による
制御方式に比べて、複雑な制御を実現することができる（例えば、特許文献１、特許文献
２）。
【０００４】
　そのモータ制御部のマイコンＩＣに内蔵されたメモリは、コストなどの都合により読み
出し専用の不揮発性メモリ（ＲＯＭ）が使用されている。このＲＯＭを内蔵したマイコン
ＩＣは、フィードバック制御プログラム等の制御プログラムやその他の制御に必要なデー
タが予め書き込まれた状態で所定の回路基板に実装され、このマイコンＩＣが実装された
回路基板はブラシレスＤＣモータの所定部に取り付けられる。
【０００５】
　このようなブラシレスＤＣモータは、同じ回路構成であってもそのメモリに記憶された
記憶データを変更するだけで多様な回転状態を設定できる利点がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１２０９８０号公報
【特許文献２】特開２００２－５８２８０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、マイコンに内蔵されるＲＯＭには、一度だけ書き込みができるＲＯＭ（ワン
タイムＲＯＭ）と、何度でも書き込み変更ができるＲＯＭ（フラッシュメモリ）の２種類
がある。安価なワンタイムＲＯＭを内蔵したマイコンＩＣの場合、急な設計変更が発生す
ると、ＲＯＭに書き込まれた内容を変更できないため、新規のマイコンＩＣと取り替える
と共に、変更前のマイコンＩＣは廃棄するか、もしくは別機種で再利用するまで保管する
こととなり、余分なコストが発生する。さらに、そのワンタイムＲＯＭを内蔵したマイコ
ンＩＣの交換の際に、既にマイコンＩＣが回路基板に実装済みであったり、その回路基板
がモータへ取付済みであるといった組立が進行中であると、それらマイコンＩＣを交換す
るための余分な工程が追加されるために、組立の作業効率が大幅に低下する。
【０００８】
　上述のＲＯＭの記憶データの変更は、モータ制御部の設計ではしばしば発生する作業で
ある。そのため、ワンタイムＲＯＭを内蔵したマイコンＩＣは、それ自体は安価ではある
ものの、記憶データの変更作業などが原因の一つとなって、結果的に従来のマイコン制御
によって動作するブラシレスＤＣモータは高価となったり、製品化に時間を要するといっ
た問題を抱えていた。
【０００９】
　以上より、本発明の目的は、メモリに記憶データを書き込んだ後にその記憶データを変
更する必要が生じても、コストと時間をかけないようにしてその記憶データの変更作業を
済ませることができるブラシレスＤＣモータを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記した目的を達成するために、本発明のブラシレスＤＣモータは、書き換え可能な不
揮発性のメモリの記憶データに基づいて駆動時の回転を制御する回転制御部と、この回転
制御部の制御に基づいて回転駆動電流を供給する駆動回路部とを備えており、当該モータ
の回転停止時のいつでもその記憶データを書き換えができる構成であって、外部書き込み
装置がそのメモリに接続できるように書き換え端子がモータの外部から接続可能にして構
成されているところに特徴がある。
【００１１】
　より詳細には、請求項１に記載の発明では、ブラシレスＤＣモータであって、駆動用マ
グネットを備えた回転体と、ステータコアにコイルが巻設されてなり前記駆動用マグネッ
トに対向して配置されるステータを備えた静止体と、前記回転体を前記静止体に対して回
転自在に支持する軸受と、書き換え可能な不揮発性のメモリと該メモリの記憶データに基
づいて駆動時の回転を制御する回転制御部と該制御部の制御に基づき前記ブラシレスＤＣ
モータに回転駆動電流を供給する駆動回路部とを備えた回路基板とを有し、該ブラシレス
ＤＣモータの電源停止時に、外部書き込み装置に接続された書き換え制御ケーブルを前記
回路基板の前記書き換え可能メモリに接続するための書き換え端子が、前記回路基板上に
設けられ、且つ該書き換え端子は該ブラシレスＤＣモータの外部から接続可能に配置され
ていると共に、前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持す
る円筒状の軸受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡
がる円板状のモータ支持部と、を有し、前記モータ支持部は、前記書き換え端子に外部か
ら接続を可能にする書き換え開口部を備えている。
 
【００１２】
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記静
止体は、前記送風手段の外側を取り囲んで前記空気流が流れる空気流路を形成する外枠部
と、前記モータ支持部を該外枠部に対して間隔をあけて保持する連結部と、を有している
。
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【００１３】
　請求項３に記載の発明では、請求項２に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記回
路基板は、外部電源と外部制御回路の少なくとも一方に接続するためのケーブルが接続さ
れたケーブル接続部を有し、前記モータ支持部は、前記ケーブル接続部を外部から確認す
ることができるケーブル開口部を有し、前記書き換え開口部と前記ケーブル開口部とが連
通して形成されている。
【００１４】
　請求項４に記載の発明では、請求項２に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記書
き換え開口部の少なくとも一部により、前記書き換え制御ケーブルのケーブル端子を前記
書き換え端子に位置決めする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記回
転体は、空気流を発生する送風手段を有し、前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ
外側に前記ステータを保持する円筒状の軸受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持
するために半径方向外方に拡がる円板状のモータ支持部と、前記送風手段の外側を取り囲
んで前記空気流が流れる空気流路を形成する外枠部と、前記モータ支持部を該外枠部に対
して間隔をあけて保持する連結部と、を有し、前記回路基板は、該モータ支持部に対向し
て配置され、且つ少なくとも一部が前記モータ支持部から半径方向外方に突出する突出部
を備え、前記書き換え端子は、該突出部の外部に面する側に設けられている。
【００１６】
　請求項６に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータでは、前記回転体
は、空気流を発生する送風手段を有し、前記静止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側
に前記ステータを保持する円筒状の軸受保持部と、該軸受保持部の外側でこれを支持する
ために半径方向外方に拡がる円板状のモータ支持部と、前記送風手段の外側を取り囲んで
前記空気流が流れる空気流路を形成する外枠部と、前記モータ支持部を該外枠部に対して
間隔をあけて保持する連結部と、を有し、前記回路基板は、該モータ支持部の内側で対向
するように配置されると共に、前記書き換え端子が、前記書き換え制御ケーブルが該回路
基板に平行な方向から接続可能な部位に設けられている。
【００１７】
　請求項７に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記静
止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸受保持部
と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状のモータ支
持部と、を有し、前記回路基板は、前記書き換え端子が設けられた面が、該モータ支持部
の内側の面に対向して配置され、前記モータ支持部は、前記書き換え端子を外部から確認
することができる書き換え開口部を備えている。
【００１８】
　請求項８に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記静
止体は、内側に前記軸受を保持しかつ外側に前記ステータを保持する円筒状の軸受保持部
と、該軸受保持部の外側でこれを支持するために半径方向外方に拡がる円板状のモータ支
持部と、を有し、前記回路基板は、該モータ支持部の外側の面に対向すると共に、前記書
き換え端子が設けられた面が外部に面して配置されている。
【００１９】
　請求項９に記載の発明では、請求項１乃至８の何れかに記載のブラシレスＤＣモータで
あって、前記書き換え端子は、前記書き換え制御ケーブルとの接続が分離可能に行われる
ようにコネクタ式の端子を有する。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記
書き換え端子は、前記回路基板における厚み方向の側面に設けられている。
【００２１】
　請求項１１に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記
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回路基板により、前記書き換え制御ケーブルのケーブル端子を前記書き換え端子に位置決
めする。
【００２２】
　請求項１２に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記
書き換え端子は、補助ケーブルを介して前記回路基板とは別の部位に設けられている。
【００２３】
　請求項１３に記載の発明では、請求項１に記載のブラシレスＤＣモータであって、前記
書き換え端子は、前記書き換え制御ケーブルとの接続を無線によって行う。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明のブラシレスＤＣモータは、当該モータの電源停止時のいつでも、外部書き込み
装置が書き換え可能な不揮発性のメモリに接続できるように構成されている。そのため、
種々のデータが記録されているメモリを内蔵するマイコンＩＣを廃棄したり、再利用のた
めに保管する等によって余分なコストを発生させたり、組立済みの製品を分解したり交換
するといった余分な工程を発生させることなく、メモリの記憶データを変更することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明を実施するための形態を、第１乃至３の実施形態として図１乃至１４を参照しな
がら説明する。これらの実施形態では、ブラシレスＤＣモータがパソコンの内部を冷却す
るための軸流ファンとして用いられる場合を例示する。なお、以下の説明において軸線方
向とは回転軸の長手方向を示し、半径方向とは回転中心を通る軸線に対して直角な方向を
示す。
【００２６】
（第１の実施形態）
　図１は、軸流ファンの斜視図である。図２は、図１に示す軸流ファンの断面図である。
図３は、図１における回路基板の平面図である。図４は、書き換え可能メモリの記憶デー
タを書き換えるための外部書き込み装置に接続されたプローブ（書き換え制御ケーブルの
先端部）を示す斜視図である。図５乃至１０は、図１の軸流ファンの一部を変更した変形
例を示す図である。
【００２７】
　図１の軸流ファン１Ａは、インペラ（送風手段）４を備えたインペラ付きのモータ（ブ
ラシレスＤＣモータ）と、このインペラ４の周囲を取り囲むと共にこのモータを支持する
筐体２とを備えている。筐体２は、そのインペラ４を取り囲む円筒体３と、この円筒体３
の両開口端の外側に形成された上下のフランジ３ａ、３ｂと、その円筒体３の一方の開口
端の内部にそのインペラ付きモータを支持するための円板状の蓋状体（モータ支持部）８
Ａと、その円筒体３の内側にその蓋状体８Ａを支持するために放射状に延在する複数の支
持アーム（連結部）９とを備え、合成樹脂によって一体成形されている。円筒体３と蓋状
体８Ａとの間に形成された空隙は、そのインペラ４の回転によって円筒体３の他方の開口
端から吸い込まれた空気流が通る空気流路を構成し、ここを通って筐体２の外部へ排出さ
れる。蓋状体８Ａは、インペラ４側に突出する外周壁を備えるため、内側に窪んだ円形凹
部を有している。
【００２８】
　インペラ４は、図２に示すように、インペラ付きモータのモータ本体５を嵌入すると共
にこのモータの回転側に取り付けられるカップ状のモータケース６と、このモータケース
６の外周部に設けられた複数枚の羽根体７とからなる。モータ本体５は、蓋状体８Ａの中
央に円筒状の軸受保持部が設けられ、この軸受保持部の内部に一対の軸受が固定され、外
部にステータ１０が固定されている。その一対の軸受は、内輪がインペラ４の中央に設け
られた回転軸５ａに固定され、インペラ４を回転自在に支持する。モータケース６の内側
には、ヨークを介して駆動用マグネットが固定され、ステータ１０に対向している。ステ
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ータ１０は、珪素鋼板を積層してなるステータコアの所定部に、コイルがインシュレータ
を介して巻設されている。なお、このインペラ付きモータでは、軸受保持部と蓋状体８Ａ
とが静止体を構成し、ヨークと回転軸５ａが回転体を構成する。
【００２９】
　モータ本体５のモータ制御部は、何度でも書き換えが可能な不揮発性のメモリ（フラッ
シュメモリ）と、このメモリの記憶データに基づいて駆動時の回転を制御する回転制御部
と、この回転制御部の制御に基づきステータ１０へ回転駆動電流を供給する駆動回路部と
を備え、マイコンを用いてＰＷＭ（パルス幅変調）制御のフィードバック制御をするよう
に構成されている。そのために、回路基板１１Ａには、そのＰＷＭ制御のフィードバック
制御を行うための制御プログラムやその他の制御に必要なデータが記憶されたメモリを内
蔵したマイコンＩＣ１２を備えている。
【００３０】
　この回路基板１１Ａは、より詳細には、図３に示すように、中央空部に蓋状体８Ａの軸
受保持部が貫通するほぼドーナツ板形状であり、この外径は、蓋状体８Ａの外周壁の内径
とほぼ同じ大きさである。回路基板１１Ａの両面には、配線パターンが形成されていると
共に、その蓋状体８Ａに対向する一側面１１Ａａには、マイコンＩＣ１２等の各種素子が
実装されている。図３では一部の素子及び配線パターンのみを示している。この回路基板
１１Ａは、ステータ１０のインシュレータに設けられた複数の接続ピンに半田付けされて
ステータ１０に固定されている。また、その接続ピンにはコイルが絡げられて、この接続
ピンを介してコイルと回路基板１１Ａとが電気的に接続されている。
【００３１】
　その一側面１１Ａａの外周部には、外部電源や外部制御回路と接続される複数の端子ｐ
ａによって構成される外部接続端子部１３が設けられている。この外部接続端子部１３に
は、外部電源や外部制御回路に接続されるケーブルＬが半田付けされている。図１に示す
ように、蓋状体８Ａにおける外部接続端子部１３に対向する部分には、軸線方向且つモー
タ外部に向けて開口するケーブル引き出し開口部１４が形成されている。各端子ｐａに接
続されたケーブルＬは、そのケーブル引き出し開口部１４から支持アーム９に設けられた
案内溝を通って筐体２の外部へ引き出される。
【００３２】
　一側面１１Ａａの外部接続端子部１３の近傍には、図３に示すように、マイコンＩＣ１
２の内蔵メモリにつながる書き換え端子部１５Ａが設けられている。この書き換え端子部
１５Ａは、例えば５個の端子ｐｂからなり、半田が表面実装されてなるランドによって形
成され、所定の配線パターン（図略）を介してその内蔵メモリにつながっている。この書
き換え端子部１５Ａは、外部書き換え装置の書き換え部から引き出される制御ケーブルが
接続されることにより、その内蔵メモリの記憶データを書き換えることができる。なお、
この実施形態では、制御ケーブルを書き換え端子部１５Ａに容易に接触させるために、制
御ケーブルの先端にプローブ１６Ａが設けられている。
【００３３】
　この軸流ファン１Ａにおいてメモリの記憶データを書き換える際には、電源を停止状態
にして、外部書き換え装置の制御ケーブルのプローブ１６Ａをケーブル引き出し開口部１
４から軸線方向に挿入し、そのプローブ１６Ａの先端を書き換え端子部１５Ａに接触させ
る。この状態で、その外部書き換え装置を作動させることにより、マイコンＩＣ１２の内
蔵メモリの記憶データを書き換えることができる。この書き換え作業が完了した後は、そ
のメモリの記憶データの漏洩や改ざんを防止するために、そのままではメモリにアクセス
できないようにプロテクトされている。
【００３４】
　この書き換え端子部１５Ａは、上記のケーブル引き出し開口部１４が対向するため、こ
の開口部１４を介して外部接続端子部１３と共に、当該軸流ファン１Ａの外部に露出して
いる。つまり、本実施形態では、ケーブル引き出し開口部１４が書き換え開口部を兼用し
ている。そのため、書き換え開口部をケーブル引き出し開口部１４とは別に設ける場合に
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比べて、蓋状部８Ａにおける開口面積を少なくできることから、蓋状部８Ａの剛性低下を
抑えることができる。なお、書き換え端子部１５Ａとケーブル引き出し開口部１４との位
置関係は、回路基板１１Ａとステータ１０、並びにステータ１０と筐体２と、がそれぞれ
回転方向の所定部に位置合わせして組み立てられているため、一義的に決まる構成となっ
ている。
【００３５】
　この実施形態では、図４に示すようにそのプローブ１６Ａの先端部に、ケーブル引き出
し開口部１４の開口形状に一致する矩形部１６Ａｂを備えている。この矩形部１６Ａｂは
、プローブ１６Ａの先端から、ケーブル引き出し開口部１４と書き換え端子部１５Ａとの
距離にほぼ等しい部位に設けられているため、そのプローブ１６Ａの矩形部１６Ａｂをそ
のケーブル引き出し開口部１４に装着すると、プローブ１６Ａの５本の端子１６Ａａと書
き換え端子部１５Ａとが位置合わせされて電気的導通が完了する。この位置合わせにおい
ては、少なくとも開口部１４の一部である、例えば一つの角部、あるいは矩形開口部の一
辺等を用いて位置合わせすることが可能である。
【００３６】
　プローブ１６Ａが通る書き込み開口部（ケーブル引き出し開口部１４）は、蓋状体８Ａ
の一部が軸線方向に開口していることから、軸流ファン１Ａを蓋状体８Ａ側から軸線方向
に見たときに、書き込み開口部の軸線方向の投影範囲および書き込み開口部の外側に障害
物がなく、書き込み開口部の奥側に位置する書き換え端子部１５Ａの視認性が良好な構成
となっている。そのため、作業者がプローブ１６Ａを書き込み端子部１５Ａに接触させる
際に作業がし易い。また、プローブ１６Ａを自動機にて作動させる場合においても、プロ
ーブ１６Ａを軸線方向に直線的に移動させることができるため、自動機の駆動機構を単純
なものとすることができる。
【００３７】
　制御ケーブルのプローブ１６Ａは、書き換え端子部１５Ａに軸線方向に接触させる構成
であるため、プローブ１６Ａが書き換え端子部１５Ａに接触する際に、回路基板１１Ａが
支えとなりプローブ１６Ａを確実に書き換え端子部１５Ａに接触させることができる。プ
ローブ１６Ａを書き換え端子部１５Ａに接触させたときの押圧力によって、プローブ１６
Ａの各端子１６Ａａが折れ曲がる恐れがある場合は、その各端子１６Ａａに弾性をもたせ
たり、図５に示すように書き換え端子部１５Ａに弾性のある端子ｐｂ’を設けるようにす
るとよい。
【００３８】
　なお、蓋状体８Ａの表面には当該軸流ファン１Ａの銘板シールが貼付されるため、ケー
ブル引き出し開口部１４は閉塞され、ここから塵埃が浸入することはない。また、この開
口部１４のみを閉塞する矩形のキャップによって閉塞してもよいし、場合によっては開口
したままとしてもよい。
【００３９】
　このように、この実施形態の軸流ファン１Ａでは、マイコンＩＣの内蔵メモリに所定の
記憶データが書き込まれた後であってもその記憶データを変更できることから、マイコン
ＩＣの内蔵メモリに所定の記憶データを書き込んだ後に設計変更などによってその記憶デ
ータの変更を迫られたとしても、マイコンＩＣ１２や回路基板１１Ａなどの部材廃棄、或
いはそれら部材の交換作業などを伴うことなく迅速にデータを変更することができる。そ
の結果、この軸流ファン１Ａは、大幅なコストアップを伴うことなく、かつ時間をかける
ことなく、記憶データを変更することができる。また、その内蔵メモリはフラッシュメモ
リであるため、記憶データの変更は何度でも行える。
【００４０】
　本実施形態の利点は、次に示す比較例と比較することにより明らかにすることができる
。その比較例として、マイコンＩＣに一度しか書き込めないメモリ（ワンタイムＲＯＭ）
を内蔵した構成では、上述のように記憶データの変更を行う場合に、新規のマイコンＩＣ
を用意すると共に、その変更前のマイコンＩＣを取り外したり、或いは回路基板毎、取り
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外すなどの余分な工程が追加される。さらに、その新規のマイコンＩＣを回路基板に実装
し直す工程も追加されてしまう。取り外した変更前のマイコンＩＣは廃棄するか、再利用
するまで保管するなどの対応が必要となる。その結果、この比較例では、そのような要請
に対して大幅なコストアップを伴うと共に組み立てに余分な時間が掛かり、組立の作業効
率が著しく低下する。
【００４１】
　なお、軸流ファン１Ａの組み立て後とは、軸流ファン１Ａが完全に組み終わった状態だ
けでなく、一部のみが組み終わった中間状態をも含む。この中間状態とは、例えば、回路
基板１１ＡにマイコンＩＣ１２を実装したもの、筐体２にステータ１０と一対の軸受と回
路基板１１Ａとが組み合わされてなる組立体、ステータ１０と回路基板１１Ａとが組み合
わされてなる組立体などである。また、軸流ファン１Ａの組み立て後として、この軸流フ
ァン１Ａが電子機器などに搭載された状態も含む。
【００４２】
　次に、この実施形態の変形例について説明する。
【００４３】
　上記では、プローブ１６Ａと書き換え端子部１５Ａとの位置決めのために、筐体２のケ
ーブル引き出し開口部１４を利用したが、蓋状体８Ａの外周縁など他の部位を利用しても
よい。また、プローブ１６Ａを筐体２の一部に接触させるのではなく、回路基板１１Ａに
直接接触させて位置決めすることもできる。例えば、図６に示すように、プローブ１６Ａ
の先端と書き換え端子部１５Ａのそれぞれにコネクタｃ１、ｃ２を設け、両コネクタｃ１
，ｃ２を連結する構成、図７に示すように書き換え端子部にピン端子ｃ３を実装し、この
ピン端子ｃ３にプローブ１６Ａのコネクタｃ１を連結する構成、図８に示すように回路基
板１１Ａを貫通させたスルーホールｃ４の内周面に導通部を設け、このスルーホールｃ４
にプローブ１６Ａのコネクタｃ１’を差し込む構成、図９に示すように回路基板１１Ａに
位置決め用の切欠きｃ５を設け、この切欠きｃ５にプローブ１６Ａの矩形部１６Ａｂに設
けた位置決め用凸部１６Ａｃを契合させる構成、などを挙げることができる。
【００４４】
　書き換え端子部１５Ａは、外部接続端子部１３の近傍に設けることにより、書き込み開
口部としてケーブル引き出し開口部１４を利用することができるが、配線パターンや部品
実装位置等の都合により回路基板１１Ａの種々の位置に設けてもよい。このとき書き込み
開口部は、蓋状体８Ａにおける書き換え端子部１５Ａに近接する部位に形成すればよい。
例えば、書き込み開口部は、蓋状体８Ａに代えて、図１０に示すように、蓋状体８Ｂにケ
ーブル引き出し開口部１４とは別に設けた孔１４ａを使用してもよい。この場合、蓋状体
８Ｂの何れの方向からも制御ケーブルのプローブ１６Ａを挿入することができるため、書
き換え端子部１５Ａの位置が変更されても同じ筐体２を使用することができる。
【００４５】
　また、マイコンＩＣ１２等の電子部品の冷却を図るため、回路基板１１Ａに代えて図１
１に示すような蓋状体８Ａの外周縁から半径方向外方にはみ出る突出部１１Ｂａをもつ回
路基板１１Ｂを使用する場合に、このはみ出し部１１Ｂａに書き換え端子部１５Ａの各端
子ｐｂを設けてもよい。この突出部１１Ｂａは、筐体２の円筒体３内を流れる空気流の一
部を回路基板１１Ｂの中央付近へ送り込むことによって種々の電子部品を冷却するのに使
用したり、この突出部１１Ｂａに温度センサーを実装することができる。この構成におい
て、マイコンＩＣ１２のメモリの記憶データを書き換える際には、図１に示した構成に比
べて、書き換え端子部１５Ａの周辺に障害物がさらに少なくなるため、一層視認性が良好
となり、作業者が作業し易くなる利点がある。
【００４６】
　回路基板１１Ａ、１１Ｂの材質は、金属や紙フェノールなどの硬質の材料からなるリジ
ッド基板や可撓性を有するフレキシブル基板など種々の材質および構成のプリント基板で
あってもよい。
【００４７】
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　ところで、当該軸流ファン１Ａは、モータ制御部のマイコンＩＣに書き換え可能メモリ
を内蔵する点において、特開２００４－１２０９８０号公報に記載のファンモータと類似
する。しかしながら、当該軸流ファン１Ａでの書き換えは、制御に必要な予め記憶された
制御プログラム自体の記憶データを、電源を停止させて行うことを対象とするものであっ
て、上記のように、メモリに所定の記憶データが書き込まれた後であってもその記憶デー
タを変更できることから、メモリに所定の記憶データを書き込んだ後に設計変更などによ
ってその記憶データの変更を迫られたとしても、マイコンＩＣ１２や回路基板１１Ａなど
の部材廃棄、或いはそれら部材の交換作業などを伴うことなく迅速にデータを変更できる
といった特有の効果を奏する。これに対して、特開２００４－１２０９８０号公報に記載
のファンモータの書き換えは、回転中のファンモータの運転状況に係る回転調整用の数値
パラメータ情報を対象とするものであり、制御プログラムが書き込まれているＲＯＭでは
なく、マイコンが動作中に一時的に記憶するＲＡＭ（Random Access Memory）の内容を変
更するものであり、電源オン時に行うことを前提とした構成である点において、両者はそ
の構成及び作用効果が全く異なる。
【００４８】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について、図１２の軸流ファン１Ａの断面図を用いて説明する。
第１の実施形態では、制御ケーブルのプローブ１６Ａを、回路基板１１Ａ，１１Ｂの書き
換え端子部１５Ａに対して軸線方向から接触させる構成を例示したが、第２の実施形態で
は、制御ケーブルのプローブ１６Ｂをその端子部１５Ａに対して、半径方向から接触させ
る構成を例示する。
【００４９】
　この実施形態では、図１２に示すように、書き込み開口部１８は、蓋状体８Ａの外周壁
の一部を切り欠いて回転軸５Ａの半径方向に開口して形成されている。書き込み端子部１
５Ａは、回路基板１１Ａの外周側でかつ書き込み開口部１８の近傍に位置する。なお、そ
の他の構成は、第１の実施形態と同様であるため、以下ではこれとの相違点を中心に説明
する。
【００５０】
　回路基板１１ＡのマイコンＩＣ１２に内蔵されたメモリの記憶データを書き換えるとき
には、図４のプローブ１６Ａに代えて、半径方向から接触できるように、例えば、図１２
に示すＬ字状のプローブ１６Ｂが用いられる。このとき、プローブ１６Ｂを書き換え端子
部１５Ａに位置合わせにおいては、第１実施形態のプローブ１６Ａと同様に、プローブ１
６Ｂの先端の矩形部をその書き込み開口部１８の一部を用いるようにするとよい。また、
図１３に示すように、回路基板１１Ａの外周部に書き換え端子部１５Ａを設け、この回路
基板１１Ａの一部に直接、プローブ１６Ｂに設けたコネクタｃ６を接続するようにしても
よい。
【００５１】
　この実施形態でも、第１の実施形態と同様に、メモリに所定の記憶データが書き込まれ
た後であってもその記憶データを変更できることから、メモリに所定の記憶データを書き
込んだ後に設計変更などによってその記憶データの変更を迫られたとしても、マイコンＩ
Ｃ１２や回路基板１１Ａなどの部材廃棄、或いはそれら部材の交換作業などを伴うことな
く迅速にデータを変更することができる。これに加えて、書き込み開口部１８を筐体２の
蓋状体８Ａの外周壁に設けたため、例えば、第１実施形態のように蓋状体８Ａに軸線方向
に開口するケーブル引き出し開口部１４を設けるのが困難な筐体２を備えた軸流ファンに
おいても、制御ケーブルのプローブ１６Ｂを書き込み端子部１５Ａに接触させることがで
きる。また、書き込み開口部を、第１の実施形態のような部位に設けると、蓋状体８Ａに
銘板シールを貼り付けた後にメモリの記憶データの書き換えが必要となった場合に、銘板
シールを剥がし書き込み後に再び貼り付ける作業等が必要となるが、本実施形態ではこの
ような作業等が不要になる利点もある。
【００５２】
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（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について、図１４の軸流ファン１Ａの斜視図を参照して説明する
。第１、２の実施形態では、制御ケーブルのプローブ１６Ａ、１６Ｂを回路基板１１Ａ，
１１Ｂに直接、接触させる構成を例示したが、第３の実施形態では、回路基板１１Ａ，１
１Ｂ以外の部位に制御ケーブルを接触させる構成を例示する。なお、本実施形態の軸流フ
ァン１Ａの基本構成は、第１実施形態の軸流ファン１Ａと同様であるため、以下ではこれ
との相違点を中心に説明する。
【００５３】
　この実施形態においては、図１４に示すように、例えば、補助ケーブル１９を用いて、
その制御ケーブルとの接続を回路基板１１Ａ，１１Ｂから離れた部位で行えるようする（
図１４では、ケーブルＬの図示は省略する。）。つまり、この補助ケーブル１９の一端が
図３の回路基板１１Ａ，１１Ｂにおける書き込み端子部１５Ａの各端子ｐｂに接続され、
他端が筐体２の外部に配置される外付け基板２０ａに接続される。この外付け基板２０ａ
には、書き換え端子部１５Ａと同様の機能を有する外部書き換え端子部１５Ｂが設けられ
ている。これに伴って、蓋状体８Ａには書き込み開口部を設ける必要がない。この外付け
基板２０ａは筐体２と別体のケースに固定するなどして、筐体２に脱着自在に取り付ける
ようにしたり、軸流ファン１Ａを取り付ける装置側の所定部に固定する構成とすることが
できる。また、そのケースは、記憶データの書き込み作業時に外付け基板２０ａを保持す
るための補助部材として使用するようにしてもよい。また、外付け基板２０ａは、ケース
などを用いずに筐体２の外側面に直接貼り付け等によって取り付けるようにしてもよい。
さらに、その補助ケーブル１９は、ケーブルＬと共用することもできる。この場合、電源
停止時にケーブルＬがディップスイッチなどによって書き換え端子部に接続されるように
する。これにより当該軸流ファン１Ａから引き出されるケーブル数を少なくできる。
【００５４】
　この実施形態では、書き換え端子部１５Ｂが回路基板１１Ａに補助ケーブル１９を介し
て軸流ファン１Ｂの筐体２の外部に、筐体２とは別個に設けられるため、書き換え端子部
１５Ｂの各端子ｐｃや制御ケーブルの形状、配置等の自由度が大きくなり、例えば、当該
軸流ファン１Ａから離れた遠隔部において書き換え作業を行うことができる。また、この
実施形態は、第１、２の実施形態で示した書き込み開口部が不要となるため、筐体２を単
純な構造にすることができるとともに、書き込み開口部が蓋状体８Ａに設けるのが困難な
場合に好適である。
【００５５】
　以上、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しな
い限りにおいて上述した各実施形態以外に種々の形態に変更してもよい。
【００５６】
　例えば、第３の実施形態の回路基板を第１の実施形態で示した図１１の回路基板１１Ｂ
に置き換えてもよい。また、上述した各実施形態の書き換え端子部と制御ケーブルとの接
続は何れも接触式を示したが、赤外線通信手段等の無線で行える手段を用いて非接触式で
行うようにしてもよい。また、各実施形態においては軸流ファンを例示したが、遠心ファ
ンのように他の形式のファンに適用することもできる。また、ファン以外の用途のモータ
にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１の実施形態の軸流ファンの斜視図である。
【図２】図１の軸流ファンの断面図である。
【図３】図１の回路基板の平面図である。
【図４】図１の軸流ファンに使用する外部書き込み装置のプローブの一部を示す斜視図で
ある。
【図５】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す断面図である。
【図６】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す断面図である。
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【図７】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す断面図である。
【図８】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す断面図である。
【図９】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す分解図である。
【図１０】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す斜視図である。
【図１１】図１の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態の軸流ファンの断面図である。
【図１３】図１２の軸流ファンの一部を変更した変形例の一つを示す平面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態の軸流ファンの斜視図である。
【符号の説明】
【００５８】
　　１Ａ　軸流ファン
　　２　筐体
　　３ａ，３ｂ　フランジ
　　３　円筒体
　　４　インペラ
　　５　モータ本体
　　５ａ　回転軸
　　６　モータケース
　　８Ａ、８Ｂ　蓋状体
　　９　支持アーム
　　１０　ステータ
　　１１Ａ、１１Ｂ　回路基板
　　１１Ａａ　一側面
　　１２　マイコンＩＣ
　　１３　外部接続端子部
　　ｐａ、ｐｂ、ｐｂ’　端子
　　Ｌ　ケーブル
　　１４　ケーブル引き出し開口部
　　１５Ａ、１５Ｂ　書き換え端子部
　　１６Ａ、１６Ｂ　プローブ
　　１６Ａａ　端子
　　ｃ１、ｃ２、ｃ１’、ｃ６　コネクタ
　　ｃ３　ピン端子
　　ｃ４　スルーホール
　　ｃ５　切欠き
　　１６Ａｂ　矩形部
　　１６Ａｃ　位置決め用凸部
　　１８　書き込み開口部
　　１９　補助ケーブル
　　２０ａ　外付け基板
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